
やめよう不法投棄 美しいやめよう不法投棄、美しい
■H２１年度種類別ゴミ投棄割合 ■阿賀野川を守るために多くの労力が必

阿賀野川を美しくするための様々な全件数 580件
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■ゴミの不法投棄は法律により厳しく罰せられます ■不法投棄の監

資源（ ン カン） =1件

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

５年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金

【河川法】第２９条 第１０９条【河川法】第２９条、第１０９条

【政令】第１６条の四第１項、第５８条

６ヶ月以下の懲役または３０万円以下の罰金

【政令】第１６条の四第１項、第５８条

３ヶ月以下の懲役または２０万円以下の罰金

い阿賀野川をいつまでもい阿賀野川をいつまでも
必要です ■ゴミ処理にはこんなに費用が掛かります

平成２１年４月～平
成２２年３月までの成２２年３月までの一
年間でゴミ処理に使わ
れた費用は９４０万円
でしたでした。
処理費は皆さんの税

金によって賄われてい
ます
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注）便宜上、地区名は大括りにしています。
実際の地区境界とは 致しない場合もあります

視をしています ■発見したら連絡をお願いします

このマップの範囲内で不法投棄を見た 捨てられている場所がある等の情報があり

実際の地区境界とは一致しない場合もあります。

【連絡先】

国土交通省阿賀野川河川事務所 htt :// h lit j / /

このマップの範囲内で不法投棄を見た、捨てられている場所がある等の情報があり
ましたら連絡をお願いします。

国土交通省阿賀野川河川事務所

管理課 ＴＥＬ 0250（23）4367
胡桃山出張所 ＴＥＬ 025（386）7181

ＦＡＸ 0250（23）3143
ＦＡＸ 025（388）3908

http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/

胡桃 張所 （ ）

満願寺出張所 ＴＥＬ 0250（22）1132 ＦＡＸ 0250（23）3778


